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富山市教育委員会会議録 

令和元年１２月定例会 

１ 日  時  令和元年１２月２６日(木曜日) 

午後 １時３０分 開会 

午後 ２時２０分 閉会 

２ 場  所  本庁７階 教育委員会室 

３ 出席委員  教 育 長     宮 口 克 志 

委  員     若 林 啓 介 

委  員     尾 畑 納 子 

委  員     藤 井 久 丈 

委  員     高 田   健 

４ 説明のために出席した者 

事務局長               立 花 宗 一 

事務局次長（総務・社会教育担当）   酒 井 秀 祐 

事務局次長（学校教育担当）      豊 田 高 久 

教育総務課長             光 岡 伸 一 

統合校整備等推進室長         豊 島 栄 治 

学校施設課長             佐 伯 誠 司 

学校教育課長             大久保 秀 俊 

学校保健課長             古 川 安 代 

生涯学習課長             竹 井 博 文 

民俗民芸村管理センター村長      藤 田 育 寿 

教育センター所長           桑 谷   聡 

図書館長               浅 野 朋 之 

科学博物館長             岸   重 臣 

埋蔵文化財センター所長        堀 沢 祐 一 

５ 職務のため会議に出席した事務局職員 

教育総務課主幹（課長代理）      中 山 武 史 

教育総務課管理係長          寺 井 清 規 

教育総務課主任            廣 岡 洋 子 
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６ 傍聴人数  ０人 

７ 付議案件 

（１）議  案 

議案第４６号 富山市立学校管理規則の一部改正について 

（２）報告事項 

報告事項３１ 富山市教育委員会人事について 

報告事項３２ １２月市議会定例会における質問の概要について 

報告事項３３ 「富山市立幼稚園適正規模・適正配置推進計画」に基づく 

今後の推進計画について 

 報告事項３４ 富山市立図書館のメールサーバによる不正中継について 

 報告事項３５ 児童向け「バリアフリーブック」コーナーの設置について 

（３）その他 

その他２４  令和２年度当初予算要求について 

８ 会議の要旨 

【開会】 

[教育長]     開会を宣言する。 

         本日は、委員全員の出席があるため、会議は成立している。 

【前回会議録について】 

[教育長]     １１月教育委員会定例会会議録について意見等を求める。 

[各委員]     （意見なし） 

[教育長]     意見なしのため、前回会議録は承認された。 
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【非公開案件について】 

[教育長]     報告事項３１は、人事に関する案件であり、その他２４については、

現在予算案の編成作業中で未決定である。よって、非公開としたい

が、よろしいか。 

[各委員]     異議なし。 

[教育長]     承認を得られたので、報告事項３１、その他２４については非公開

とし、報告事項３５の後に行うこととする。 

【議案第４６号】 

[教育長]     議案第４６号について事務局から説明を求める。 

[学校教育課長]  (議案第４６号について説明) 

[教育長]     ただ今の件について、質問等はあるか。 

[各委員]     質問等なし。 

[教育長]     採決を行う。議案第４６号について、異議があるか。 

[各委員]     異議なし。 

[教育長]     異議なしと認める。よって議案第４６号については原案どおり可

決した。 

【報告事項３２】 

[教育長]     報告事項３２について事務局から説明を求める。 

[教育総務課長]  （報告事項３２について説明） 

[教育長]     ただ今の件について、質問等あるか。 

[尾畑委員]    外国語教育について、オーストラリアの小学校へ教員２名を派遣

するとあるが、最終的に何名派遣するのか、何年間派遣するのかな

ど、目標は立てているのか。 

[学校教育課長]  今年度は外国語専門学校の研修として教員２名を派遣するという

形になったが、来年度からはヴィクトリア州で受け入れを続けてい

く。来年度から、小学校３・４年生は３５単位の外国語活動、小学

校５・６年生は７０単位の外国語科を実施するということで、ます

ます外国語（英語）の必要性や重要度が高まってくる。今後もでき

る限りこの２名を派遣し、外国語の中心的役割を担っていってもら

うことで、小学校の英語力を高めていこうと考えている。 

         そのため、いつまでという区切りはなく、もう少し継続していこう

と考えている。 
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[尾畑委員]    外国語が正規の教科となるなら、それに対応できる教員もかなり

必要になる。教員に一定レベルの外国語の力をつけさせるためのプ

ランは何かあるのか。 

[学校教育課長]  海外に派遣している教員に加え、ＡＬＴも小学校では授業数の２

分の１、中学校では４分の１ということで現在は２７名だが、授業

数の増によってこちらも今後増員するということも視野に入れて

いかないといけないと思っている。 

[尾畑委員]    教育のどこに力点を置くかということもあるが、外国語教育につ

いてはあまり他と遅れを取らないようにしてほしい。グローバル化

に対応できる能力をしっかりと育んでいただきたいと思う。 

[高田委員]    オーストラリアはアメリカ英語とは発音が違うと思うが、派遣に

行った先生からは何か意見などはなかったか。 

[学校教育課長]  派遣に行った教員からは、オーストラリアは時差が少ないため初

日からフルで学習することができるということや、ホームステイの

システムがしっかりしているため生活も安定しているということ

を聞いている。 

[高田委員]    発音に対して、わかりにくかったなどの意見は特になかったのか。 

[学校教育課長]  語学学校なので、発音は標準的なものを学んでいる。 

[教育長]     オーストラリアへ派遣された教員は、英語が母国語でない国の子

ども達に英語を指導するプログラムを持っている学校へ行って、英

語を指導するノウハウを学びに行っている。 

[藤井委員]    県の教職員配置基準について、現状は基準を満たしているのか。 

もし基準を満たしておらず、教科担任制を導入する以前の問題だっ

た場合、県に対して何か要望をしたり市で何か対策を行ったりして

いるのか。 

[学校教育課長]  現状、配置基準すら満たされていない状況である。仮に配置基準が

満たされたとしても、小学校では１８学級に対して教員が２０人で、

担任以外の教員は２人しかいないということになる。そのため、な

かなか教科担任制を組み込むのは難しいと思う。今後、本当に教科

担任制を行うとしたら、配置基準以上に加配を付けないと小学校で

は実現できないであろう。 

[豊田事務局次長]  現状では、１・２年生は３５人学級だが、３・４年生になると３５

人学級にするには加配を使うという制度になっている。もし配置基

準の中に加配分を組み込み、基礎数を増やすことができれば、クラ

スを増やすことで十分な少人数指導を行うことができる。それがで

きて初めて、専科教員を配置するということに繋がっていくと思う。 
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[藤井委員]    来年度に向けて、県へ配置基準を増やしてほしいなどの要望はし

ているのか。 

[豊田事務局次長]  毎年続けて要望はしている。配置基準の基礎数の改定にまでは至っ

ていないが、少しずつプラスの方向に増えつつはある。 

[教育長]     国は、小学校高学年において、２０２２年度を目途に一部の教科で

教科担任制を行うと言っている。それに向けて、専科教員を若干増

やすという動きになっているが、例えば全国で１，０００人増やす

としても、富山県では１０人、富山市になると３、４人程度になる。

この人数で市内６５の小学校をカバーするには到底足りないため、

現状では教科担任制は難しいと思う。 

抜本的には、標準法の改正等が個人的には必要かと思っている。中

学校では１８学級に対して２７人の教員がおり、学級数に対する

教員数がおよそ１．５倍となっているが、小学校ではほぼ学級数と

教員数が同じであるため、教科担任として教員を回すことができ

ない。その中でも、高学年の先生同士が得意な教科で授業を交代し

たり、教務主任や教頭が一部の授業を行ったりしながら、教科担任

制のようなことを少しずつ行ってはいるが、もっとそういった環

境が整ってくれればと思う。これについては、県や国の方へ教育長

会議などを通じて伝えていきたいと思っている。 

【報告事項３３】 

[教育長]     報告事項３３について事務局から説明を求める。 

[学校教育課長]  （報告事項３３について説明） 

[教育長]     ただ今の件について、質問等あるか。 

[各委員]     質問等なし。 

【報告事項３４】 

[教育長]     報告事項３４について事務局から説明を求める。 

[図書館長]   （報告事項３４について説明） 

[教育長]     ただ今の件について、質問等あるか。 

[各委員]     質問等なし。 
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【報告事項３５】 

[教育長]     報告事項３５について事務局から説明を求める。 

[図書館長]   （報告事項３５について説明） 

[教育長]     ただ今の件について、質問等あるか。 

[尾畑委員]    当面は本館だけなのか。今後、地域館などに広げる意向はあるのか。 

[図書館長]    今のところ、冊数がまだまだ少ないため、まずは本館からというこ

とで考えている。地域館等でもこういったコーナーを設けていきた

いと思っているが、今は本館からということである。 

[尾畑委員]    また、利用状況等を見て検討してほしい。 

[教育長]     以上をもって公開案件に係る議事は終了したが、その他、質問等あ

るか。 

[各委員]     質問等なし。 

[教育長]     非公開案件に移る。傍聴、マスコミの方はご退席願う。 

《以下、非公開事項のため概要のみを記載する》 

[教育長]    （報告事項３１について事務局から説明を求める。） 

[教育総務課長] （報告事項３１について説明する。） 

[教育長]    （その他２４について事務局から説明を求める。） 

[教育総務課長] （その他２４について説明する。） 

【閉会】 

[教育長]     閉会を宣言する。 


